
船舶インシデント調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（舵故障） 

発生日時 令和４年２月１７日 ０６時１６分ごろ 

発生場所 大分県姫島村姫島南東方沖 

姫島灯台から真方位１２４°３.５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°４１.８′ 東経１３１°４５.５′） 

インシデントの概要 押船新星
しんせい

丸は、バージ新星
しんせい

一
いち

号を押航中、操舵ができなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年３月２３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 新星丸、１５０トン 

１３７２３９、株式会社日物マリン  

ディーゼル機関、出力１,８３８kＷ、平成１５年９月進水 

Ｂ バージ 新星一号、総トン数なし（全長７８.３ｍ） 

なし、株式会社日物マリン 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海）   

航海士Ａ、四級（航海）   

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２.５ｍ 

日出時刻：０６時５５分ごろ（場所：姫島村） 

 インシデントの経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、Ｂ船の船尾部に

船首を嵌合して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、航

海士Ａが単独で船橋当直に当たり、手動操舵により姫島南東方沖を北

北東進していた。 

船長Ａは、船室にいたところ、Ａ船押船列の船体動揺が大きくなっ

たので、風が強くなったと思い、船橋に上がった。 

Ａ船押船列は、伊予灘西航路第４号灯浮標の南方約０.８Ｍに達し

たころ、航海士Ａが、東進する目的で、右舵を取って右旋回を開始

し、船首がほぼ東方に向いた時に左舵を取って右旋回を止め、自動操

舵の設定針路を０９０°として自動操舵を開始したところ、再び右旋

回を始め、その後右旋回が止まらなくなった。 

船長Ａは、Ａ船押船列の舵が効かなくなったことに気付いて主機を

停止し、その後、投錨して複数の乗組員と共に操舵装置の点検を行

い、操舵装置に異常がないことを確認した。 

船長Ａは、主機を再始動して前進とし、プロペラからの放出流の向



きを舵で制御することができるかどうかを目視により確認したとこ

ろ、制御できない状態であったので、自力航行が不可能と判断し、船

舶所有者に引船の手配を要請した。 

本船は、船舶所有者が手配した引船により阪神港堺泉北区にえい
．．

航

された後、造船所に入渠し、機関修理業者の調査により、舵頭材のフ

ランジと舵板のフランジとを締結させるリーマボルト６本（以下「本

件リーマボルト」という。）が脱落していることが判明し、修理され

た。 

 機関修理業者によれば、本件リーマボルトは、舵板やプロペラに漂

流物等が衝突したような痕跡が認められなかったので、経年劣化によ

り折損に至った可能性があるとのことであった。 

本件リーマボルトは、平成１５年９月の建造以来交換されたことが

なく、平成３０年１１月、定期検査受検の目的で舵を開放点検した

際、取り外されて錆落とし等の整備及び目視による点検が行われた

後、再装着されていた。 

分析 

 

Ａ船は、約１８年間本件リーマボルトの交換が実施されていない

中、Ｂ船を押航中、本件リーマボルトが経年劣化により折損して脱落

したことから、操舵ができなくなり、運航不能となった可能性がある

と考えられる。 

原因 本インシデントは、夜間、Ａ船が、約１８年間リーマボルトの交換

が実施されていない中、Ｂ船を押航中、本件リーマボルトが経年劣化

により折損して脱落したため、操舵ができなくなったことにより発生

した可能性があると考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者は、リーマボルトなどの金具は目視による点検では経

年劣化に気付かない可能性があるので、定期検査受検等の舵を開

放点検する機会を利用してリーマボルトの打音による確認を行う

ことが望ましい。 

 


